
平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

九

三

号

固
定
価
格
買
取
制
度
の
運
用
変
更
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

高

井

崇

志
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固
定
価
格
買
取
制
度
の
運
用
変
更
に
関
す
る
質
問
主
意
書

電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
Ｆ
Ｉ
Ｔ
法
」
）
に
関
し
て
は
、

平
成
三
十
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
十
一
月
二
十
一
日
に
か
け
て
、
同
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
経
済
産
業
省
令
第
四
十
六

号
）
（
以
下
「
Ｆ
Ｉ
Ｔ
法
施
行
規
則
」
）
、
お
よ
び
、
同
法
の
規
定
に
基
づ
き
調
達
価
格
等
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
九
年
経

済
産
業
省
告
示
第
三
十
五
号
）
（
以
下
「
調
達
価
格
告
示
」
）
の
改
正
案
の
意
見
公
募
手
続
き
が
行
わ
れ
た
。

こ
れ
ら
改
正
案
の
う
ち
、
太
陽
光
発
電
に
係
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
調
達
価
格
等
算
定
委
員
会
の
平
成
三
十
年
十
一
月
八
日

に
発
表
し
た
意
見
に
よ
る
と
「
総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
分
科
会
／
電
力
・
ガ
ス
事
業

分
科
会
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
大
量
導
入
・
次
世
代
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
小
委
員
会
（
第
九
回
）
に
お
い
て
、
運
転
開
始
期
限

に
よ
る
規
律
が
働
か
ず
長
期
間
運
転
開
始
し
な
い
事
業
用
太
陽
光
発
電
（
い
わ
ゆ
る
「
未
稼
働
案
件
」
）
に
つ
い
て
は
、
認
定

当
時
の
コ
ス
ト
を
前
提
に
し
た
高
い
調
達
価
格
で
は
な
く
、
運
転
を
開
始
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
の
コ
ス
ト
を
反
映
し
た
適
正
な
調

達
価
格
を
適
用
す
る
と
と
も
に
、
早
期
の
運
転
開
始
を
担
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
方
向
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
」
こ
と

を
受
け
て
企
図
し
た
も
の
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
こ
れ
ら
改
正
案
の
内
容
が
、
そ
の
目
的
に
照
ら
し
て
、
適
切
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
確
認
す
る
観
点
か

一



ら
、
以
下
政
府
の
見
解
を
問
う
。

一

未
稼
働
案
件
の
抑
制
は
平
成
二
十
九
年
四
月
の
Ｆ
Ｉ
Ｔ
法
改
正
時
に
も
大
き
な
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
政
府
は
同

法
改
正
の
提
案
理
由
の
一
つ
と
し
て
「
未
稼
働
案
件
の
防
止
や
適
切
な
事
業
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
発
電
事
業
者
が
固
定
価
格
買
い
取
り
制
度
の
適
用
を
受
け
る
に
当
た
り
、
経
済
産
業
大
臣
が
そ
の
事
業
の
実
施
の
確
実

性
や
適
切
性
を
確
認
し
、
事
業
計
画
を
認
定
す
る
新
た
な
制
度
を
創
設
し
ま
す
。
加
え
て
、
こ
の
制
度
を
実
効
的
な
も
の
と

す
る
た
め
、
経
済
産
業
大
臣
が
改
善
命
令
等
を
行
え
る
よ
う
に
い
た
し
ま
す
。
」
と
国
会
に
お
い
て
説
明
し
て
い
る
。

ま
た
Ｆ
Ｉ
Ｔ
法
第
十
三
条
に
は
「
経
済
産
業
大
臣
は
、
認
定
事
業
者
が
認
定
計
画
に
従
っ
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電

事
業
を
実
施
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
認
定
事
業
者
に
対
し
、
相
当
の
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
改
善
に
必
要
な

措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
未
稼
働
案
件
の
早
期
運
転
開
始
を
促
す
た
め
に
は
、
早
急
な
制
度
変
更
を
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
Ｆ

Ｉ
Ｔ
法
お
よ
び
こ
れ
ま
で
の
国
会
に
お
け
る
同
法
に
か
か
る
説
明
の
趣
旨
に
則
り
、
第
十
二
条
に
基
づ
く
「
指
導
及
び
助

言
」
お
よ
び
第
十
三
条
に
基
づ
く
「
改
善
命
令
」
が
広
く
行
わ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
は
こ
れ
ま
で
Ｆ
Ｉ
Ｔ
法
第
十

二
条
お
よ
び
第
十
三
条
に
基
づ
い
て
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
し
て
き
た
か
。

二



二

政
府
は
太
陽
光
発
電
の
未
稼
働
案
件
対
策
と
し
て
は
、
平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
九
日
に
す
で
に
固
定
価
格
買
取
制
度
の

運
用
を
変
更
し
対
策
を
行
っ
て
い
る
。
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
か
ら
発
表
さ
れ
た
「
平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
以
降
に
接
続
契

約
を
締
結
す
る
太
陽
光
発
電
設
備
の
運
用
変
更
に
つ
い
て
」
と
す
る
通
知
に
よ
る
と
、
当
時
の
運
用
変
更
の
概
要
に
つ
い
て

は
「
固
定
価
格
買
取
制
度
の
適
用
を
受
け
る
太
陽
光
発
電
設
備
の
う
ち
、
平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
以
降
に
接
続
契
約
を
締

結
す
る
案
件
に
対
し
て
、
①
運
転
開
始
期
限
を
付
与
す
る
一
方
で
、
②
変
更
認
定
に
伴
う
価
格
変
更
ル
ー
ル
を
見
直
し
ま

す
」
と
説
明
し
、
平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
以
降
に
接
続
契
約
を
締
結
す
る
案
件
に
つ
い
て
は
、
三
年
間
の
運
転
開
始
期
限

が
付
与
さ
れ
る
一
方
、
運
転
開
始
前
の
太
陽
電
池
の
メ
ー
カ
ー
の
変
更
、
太
陽
電
池
の
種
類
の
変
更
、
太
陽
電
池
の
変
換
効

率
の
変
化
を
伴
う
変
更
認
定
を
し
て
も
調
達
価
格
が
変
更
さ
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。

こ
の
時
点
に
お
い
て
、
固
定
価
格
買
取
制
度
の
適
用
を
受
け
る
太
陽
光
発
電
設
備
の
う
ち
平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
以
降

に
接
続
契
約
を
締
結
す
る
案
件
と
、
そ
れ
以
前
に
接
続
契
約
を
締
結
し
た
案
件
（
以
下
「
旧
ル
ー
ル
案
件
」
）
の
間
に
、
こ

の
よ
う
な
運
用
の
差
を
設
け
た
の
は
な
ぜ
か
。

三

意
見
公
募
手
続
き
に
お
い
て
示
さ
れ
た
調
達
価
格
告
示
改
正
案
に
か
か
る
資
料
で
は
、
政
府
は
新
た
に
「
系
統
連
系
工
事

着
工
申
込
み
の
受
領
」
と
い
う
手
続
き
の
創
設
を
想
定
し
て
い
る
。
他
方
で
Ｆ
Ｉ
Ｔ
法
お
よ
び
Ｆ
Ｉ
Ｔ
法
施
行
規
則
で
は

三



「
系
統
連
系
工
事
着
工
申
込
み
」
に
関
連
す
る
規
定
は
見
当
た
ら
な
い
。

そ
こ
で
伺
う
が
、
「
系
統
連
系
工
事
着
工
申
込
み
」
は
Ｆ
Ｉ
Ｔ
法
の
ど
の
条
項
の
委
任
を
受
け
て
創
設
さ
れ
る
も
の
な
の

か
ご
教
示
い
た
だ
き
た
い
。

四

意
見
公
募
手
続
き
に
お
い
て
示
さ
れ
た
調
達
価
格
告
示
改
正
案
に
か
か
る
資
料
に
は
、
「
運
転
を
開
始
し
て
い
な
い

十
ｋ
Ｗ
以
上
の
太
陽
光
発
電
設
備
の
う
ち
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
旧
認
定
を
受
け
、
平
成
二
十
八
年
七
月

三
十
一
日
以
前
に
接
続
契
約
が
締
結
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
系
統
連
系
工
事
着
工
申
込
み
の
受
領
の
日
が
平
成
三
十
一
年

四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
属
す
る
場
合
は
、
平
成
二
十
九
年
度
の
調
達
価
格
（
二
十
一

円
／
ｋ
Ｗ
ｈ
）
を
適
用
す
る
」
と
の
記
載
が
あ
り
、
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
な
い
旧
ル
ー
ル
案
件
に
つ
い
て
調
達
価
格
の
変

更
を
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
調
達
価
格
の
変
更
措
置
は
、
Ｆ
Ｉ
Ｔ
法
第
三
条
第
十
項
の
「
経
済
産
業
大
臣
は
、
物
価
そ
の
他
の
経
済
事
情
に
著
し

い
変
動
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
調
達
価
格
等
を
改

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
い
う
規
定
に
基
づ
く
も
の
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
と
も
他
の
規
定
に
基
づ
く
も
の
を

想
定
し
て
い
る
の
か
。
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四



政
府
の
見
解
は
如
何
か
。

右
質
問
す
る
。

五


